
第３号議案 

 

電気供給事業者の広域系統整備に関する提起による計画策定プロセスの開始及

び電気供給事業者の募集について 

 

（案） 

 

電気供給事業者から、広域系統整備に関する提起を受け付けた。当該提起は

計画策定プロセスの開始要件に適合しているため、東北東京間連系線に係わる

計画策定プロセスを開始するとともに、電気供給事業者の募集を行う。また、

その旨を本機関ウェブサイトに掲示する。 

 

１． 電気供給事業者による提起の観点 

電源設置 

 

２． 増強対象設備 

東北東京間連系線 

 

３． 提起の受付について 

送配電等業務指針（案）第２４条第１項第３号並びに第２５条第１項及

び第２項に適合していることから、提起の受け付けを行った。 

 

４． 計画策定プロセスの開始について 

当該提起は送配電等業務指針（案）第２６条第１項第２号に適合してい

ることから、東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスを開始する。 

 

５．電気供給事業者の募集について 

   当該計画策定プロセスについては、以下の期間、送配電等業務指針（案）

第３１条第１項に基づく広域的な電力取引により東北東京間連系線の利用

を拡大しようとする電気供給事業者の募集を行う。 

［募集期間］本件公表後、平成２７年５月２２日１７時まで 

 

６．本機関ウェブサイトへの掲示 

当該計画策定プロセスの開始及び電気供給事業者の募集を本機関ウェブ

サイトに、速やかに掲示する。 

以 上 

 

 



別紙１：提起の受付について 

別紙２：計画策定プロセスの開始について 

別紙３：広域的な電力取引の拡大を希望する電気供給事業者の募集について 

別紙４：東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスの開始及び電気供給事業

者の募集について 



別紙１ 

 

提起の受付について 

 

以下の（１）及び（２）の確認の結果、送配電等業務指針（案）に適合して

いることから、提起を受け付けた。 

   

（１）検討提起者の要件への適合性 

以下のとおり、送配電等業務指針（案）第２４条第１項第３号に適合

している。 

ア． 当該提起書のとおり、新設する電源により東北エリアから東京エリ

アへの広域的な電力取引を計画している。 

イ． 当該提起書添付資料５のとおり、接続検討の回答を得ている。 

ウ． 当該提起書のとおり、設置しようとする電源の出力の合計は９６万

キロワットであり、１万キロワット以上である。 

送配電等業務指針（案） 

（広域系統整備に関する提起を行うことができる電気供給事業者） 

第２４条 電気供給事業者は、次の各号に掲げる要件を満たす場合に、広域系統整備に

関する提起を行うことができる（以下、広域系統整備に関する提起を行った者を「検

討提起者」という。）。 

一 安定供給に関する提起 一般電気事業者であること 

二 広域的取引の環境整備に関する提起 次のア及びイを満たしていること 

ア 既設の電源（但し、最大受電電力を増加させる場合を除く。）を用いた広域的

な電力取引を希望していること 

イ 拡大を希望する広域的な電力取引の量の合計が１万キロワット以上であるこ

と 

三 電源設置に関する提起 次のアからウを満たしていること 

ア 設置しようとする電源（既設の電源の最大受電電力を増加させる場合を含む。

以下本条において同じ。）により、広域的な電力取引を行おうとしていること 

イ 設置しようとする電源に関し、接続検討の回答を得ていること（連系ができな

い旨の回答である場合を含む。） 

ウ 設置しようとする電源の出力の合計（但し、既設の電源の最大受電電力を増加

させる場合は、拡大を希望する広域的な電力取引の量の合計とする。）が１万キ

ロワット以上であること 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 



（２）提起の様式及び添付資料の適合性 

以下のとおり、送配電等業務指針（案）第２５条第１項及び第２項に

適合している。 

ア.  当該提起書のとおり、本機関が定め公表する様式により提起している。 

イ.  当該提起書添付資料１のとおり、費用負担の意思を表明しており、当

該提起書添付資料２及び添付資料３のとおり、財務的能力の評価に必要

な資料を添付している。 

送配電等業務指針（案） 

（広域系統整備に関する提起等） 

第２５条 検討提起者は、本機関が定め公表する様式に基づいて、本機関に対して広

域系統整備に関する提起を行う。 

２ 検討提起者は、広域的取引の環境整備又は電源設置に関する提起を行う場合は、

広域系統整備に関する提起に際し、費用負担の意思の有無を明らかにするとともに、

財務的能力の評価に必要な資料を添付しなければならない。 

３ （略） 

 

以 上 



別紙２ 

 

計画策定プロセスの開始について 

 

当該提起は、送配電等業務指針（案）第２６条第１項第２号に適合している

ことから、東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスを開始する。 

    

（１） 計画策定プロセスの開始要件への適合性 

以下のとおり、送配電等業務指針（案）第２６条第１項第２号に適合

している。 

ア． 当該提起書のとおり、検討提起者が希望する電力取引の量である９

６万キロワット（東北エリアから東京エリア向け）に対し、増強希

望時期である２０２３年度以降の連系線空容量は０万キロワット

（系統情報サービス長期空容量（２０１５年４月７日更新）による）

であり、広域連系系統の既設設備において送電できる電力の容量を

１万キロワット以上超過している。 

イ． 当該提起書添付資料１のとおり費用負担の意思を表明している。ま

た、当該提起書添付資料２及び添付資料３のとおり、財務的能力を

有している。 

・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

・ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 

＜費用負担を裏付ける財務的能力の判断基準＞ 

 費用負担を裏付ける財務的能力の判断基準は、以下の（ア）から

（ウ）を満たすこととし、当該提起以降に適用する。 

(ア) 当事業年度末時点での純資産合計がプラスであること。 

(イ) 当事業年度の当期経常利益がプラスであること。ただ

し、当期経常利益がマイナス（経常損失）である場合

には、純資産と過去の経常利益の実績等を勘案して、

個別に判断する。 

(ウ) 広域系統整備に要する工事規模に対して、受益に応じ

た費用を負担できる純資産等を有する規模の事業者で

あること。 

ウ． 検討の対象となる設備は東北東京間連系線を含むため、広域連系系

統に該当する。 

 



送配電等業務指針（案） 

（電気供給事業者の提起による計画策定プロセスの開始手続） 

第２６条 電気供給事業者の広域系統整備に関する提起による計画策定プロセスは、

業務規程第３１条第１項第２号に基づき、本機関が次の各号のいずれかの要件に適

合すると認めた場合に開始するものとする。 

一 安定供給に関する提起 （略） 

二 広域的取引の環境整備及び電源設置に関する提起 次のアからウを満たすこと 

ア 検討提起者が希望する電力取引の量が広域連系系統の既設設備において送電で

きる電力の容量を１万キロワット以上超過すること 

イ 検討提起者が、本機関が業務規程第３４条に基づいて決定する費用負担割合によ

る費用負担の意思を有しており、それを裏付ける財務的能力を有していること 

ウ 整備の検討の対象となる流通設備が、広域連系系統に該当すること 

２ （略） 

 

（２） 当面の予定 

① 当該計画策定プロセスの検討の対象となる流通設備の利用を拡大 

しようとする電気供給事業者の募集（送配電等業務指針（案）第３ 

１条第１項） 

・募集期間：平成 27年 5月 22日（金）17時まで 

②  広域系統整備委員会（H27年 4月 24日）で検討 

・計画策定プロセスの進め方（業務規程第３２条第１項及び送配電 

等業務指針（案）第２９条第１項） 

・計画策定プロセスの期間中における系統アクセス業務の取扱い 

（送配電等業務指針（案）第３２条） 

     ・電気供給事業者への広域系統整備委員会の運営に関する協力項目 

（送配電等業務指針（案）第２０条第３項） 

③  理事会（H27年 4月 28日）で①広域系統整備委員会での検討項目

を決定 

以上 



別紙３ 

 

広域的な電力取引の拡大を希望する電気供給事業者の募集について 

 

 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおいて、送配電等業務指針

（案）第３１条第１項に基づき、広域的な電力取引により東北東京間連系線の

利用を拡大しようとする電気供給事業者の募集を行う。 

 

（１） 電気供給事業者の募集の要否 

・当該計画策定プロセスは、電源設置の観点からの提起を受け付け、開

始するため、送配電等業務指針（案）第３１条第１項の「基本要件等の

検討に際し、増強ニーズの探索、増強容量の検討その他の目的で必要で

ある」に該当する。 

・なお、送配電等業務指針（案）第２９条（計画策定プロセスの進め方

の決定）第１項第２号（計画策定プロセスの継続の必要性）の決定前で

はあるが、本機関発足後初めて開始する計画策定プロセスであるため、

過去の案件との照合確認及び検討中又は検討予定の案件との照合確認に

より、当該計画策定プロセスの継続の必要性を有することは明らかであ

るため、電気供給事業者の募集を行う。 

 

送配電等業務指針（案） 

（電気供給事業者の募集及び応募等の手続） 

第３１条 本機関は、前条の検討に際し、増強ニーズの探索、増強容量の検討その他

の目的から必要であると認める場合は、当該案件について、検討提起者以外で、広

域的な電力取引により、当該計画策定プロセスの検討の対象となる流通設備の利用

を拡大しようとする電気供給事業者を募集することができる。 

２ 本機関は、電気供給事業者から前項の募集に対する応募がなされた場合には、当

該電気供給事業者の応募の内容を踏まえ、前条の検討を行う。但し、募集に応じた

電気供給事業者に本機関が業務規程第３４条に基づいて決定する費用負担割合によ

る費用負担の意思及び財務的能力を有していることを確認できる場合に限る。 

３ 募集に応じた電気供給事業者のうち電源を設置しようとする者又は既設の電源の

最大受電電力を増加させようとする者であって、接続検討の回答を得ていない者に

ついては、本機関への応募後、速やかに、接続検討の申込みを行わなければならな

い。当該電気供給事業者が応募後１か月以内に接続検討の申込みを行わない場合に

は、当該応募はなかったものとして取り扱う。 

４ 募集に応じた電気供給事業者は、本機関が業務規程第３４条に基づき受益者及び

費用負担割合を決定するまでの間は、具体的な理由を記載した書面を本機関に提出

することにより、当該応募を取り下げることができる。 

 

（２）募集期間 

    平成２７年５月２２日（金）１７時までとする。 

 



別紙４ 

平成 27年 4月 日 

電力広域的運営推進機関 

 

東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスの開始 

及び電気供給事業者の募集について 

 

 

本機関は、電気供給事業者からの広域系統整備に関する提起（電源設置の観

点）を受け付けました。当該提起は、送配電等業務指針（案）第２６条第１項

第２号に適合していることから、東北東京間連系線に係わる計画策定プロセス

を開始いたします。 

 今回の計画策定プロセスの開始にあたり、増強ニーズの探索、増強容量の検

討の目的から、送配電等業務指針（案）第３１条第１項の規定に基づき、広域

的な電力取引により東北東京間連系線の利用を拡大しようとする電気供給事業

者を下記のとおり募集いたします。 

 

 

記 

 

１．募集対象 

   広域的な電力取引により東北東京間連系線の利用を拡大しようとする 

電気供給事業者 

 

２．募集期間 

    平成２７年５月２２日（金） １７時まで 

 

３．応募方法 

    添付資料による 

 

４．問い合わせ・連絡先 

電力広域的運営推進機関 計画部  伊藤、竹下 

ＴＥＬ：03-6632-0903、ＦＡＸ：03-6261-5886 

      E-mail：takeshita-m@occto.or.jp 

 

 

 

 



添付資料 

 

平成  年  月  日 

電力広域的運営推進機関 御中 

 

広域的な電力取引の拡大を希望する電気供給事業者 

所在地 

 

名称及び代表者の氏名 

          ［印］ 

 

広域的な電力取引により東北東京間連系線の利用を拡大しようとする 

電気供給事業者の募集に対する応募申込書 

 

当社は、貴機関が実施する「東北東京間連系線に係わる計画策定プロセス」において、

送配電等業務指針第３１条第１項の規定に基づく、広域的な電力取引により東北東京間連

系線の利用を拡大しようとする電気供給事業者の募集に対して、下記のとおり応募します。 

 

記 

 

１．応募内容 

  応募の観点          ： 広域的取引の環境整備 注１）・ 電源設置 注２、３） 

  広域的な電力取引の拡大希望時期：  

 

２．応募理由 

 

 

 

３．応募に関わる取引の計画等の内容 

発電所名 発電設備設置場所 電力取引の量 供給先エリア 

  変更前：    ｋＷ 

変更後：    ｋＷ 

変更前： 

変更後： 

 

４．連絡先 

（ア） 連絡者所属： 

（イ） 連絡者名： 

（ウ） 住所： 〒 

（エ） 電話番号：           ＦＡＸ番号： 

（オ） 電子メールアドレス： 

以上 



(注意) 

１） 応募の観点が「広域的取引の環境整備」とは、既設の電源（但し、最大受電電力を増加させる場合を

除く。）を用いた広域的な電力取引を希望していることをいう。 

２） 応募の観点が「電源設置」とは、設置しようとする電源（既存の電源の最大受電電力を増加させる場

合を含む。）により、広域的な電力取引を行おうとしていることをいう。 

３） 応募の観点が「電源設置」の場合、接続検討の回答を得ている必要があります。本応募申込書に接続

検討申込書及び接続検討回答書（添付資料を含む。）の写しを添付して提出してください。接続検討

の回答を得ていない場合には、速やかに接続検討の申込みを行い、当該接続検討申込書及び接続検討

回答書（添付資料を含む）の写しを本機関にそれぞれ遅滞なく提出してください。この場合において、

本機関への応募申込後１か月以内に接続検討の申込みを行わない場合には、本応募申込みは無効にな

ります。 

４） 業務規程第３４条に基づき費用負担割合を決定するまでの間は、具体的な理由を記載した書面を本機

関に提出することにより本応募申込みを取り下げることができます。 

 

 

添付資料一覧 

 

資料番号 資料の名称 

１ 費用負担の意思表明書 

２  

  

  

  

  

（注意） 

・費用負担の意思表明書を必ず添付して下さい。 

・財務的能力を証する資料として有価証券報告書（有価証券報告書を作成していない場合はそれに準じ

る資料）を添付して頂く必要があります。 

・応募の観点が「電源設置」の場合、接続検討申込書及び接続検討回答書（添付資料を含む。）の写し

を添付して提出してください。接続検討の回答を得ていない場合には、速やかに接続検討の申込みを

行い、当該接続検討申込書及び接続検討回答書（添付資料を含む）の写しを本機関にそれぞれ遅滞な

く提出してください。この場合において、本機関への応募申込後１か月以内に接続検討の申込みを行

わない場合には、本応募申込みは無効になります。 



平成  年  月  日 

 

電力広域的運営推進機関 御中 

 

 

広域的な電力取引の拡大を希望する電気供給事業者 

所在地 

 

名称及び代表者の氏名 

          ［印］ 

 

 

費用負担の意思表明書 

 

 

当社は、貴機関が実施する「東北東京間連系線に係わる計画策定プロセス」において、

送配電等業務指針第３８条第３項に基づき貴機関から提示された費用負担割合の案（同条

第４項なお書又は第３９条第２項に基づく再検討後の費用負担割合の案を含む。）に対して

全ての費用負担候補者が同意し、業務規程第３５条に基づいて広域系統整備計画が策定さ

れた場合には、同計画に基づく費用負担割合による工事費負担金を支払う意思があること

を表明いたします。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


